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収 支 報 告 書
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(ふ りがな)

政
f団
体の名魂乾務サ要絡Z功2物娩業

主たる事務所の所在聖
年々石|ッし喘ヽ 伍界…多
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代 表 者 の 氏 名

d、 諏後〃分シ々

会 計責任者 の氏名

剛 流 孝
ィ

事務担端 の氏名

り諷 埼 々
/

※報告対象年の途中で資金管理団体の

指定・取消をした場合のみ記入

令和 b  年分

※報告対象年の途中で国会議員関係政
治団体の指定・取消をした場合のみ
記入
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(電話 ) oワター0●デ́ ο6と
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(電話 )

(電話 )

-7:9,22

記載 繰越 検算 入力 校正

ノ

政治団体の区分

党

部

体

支

団金

の

資

党

治

政

政

政

園

回

□ ♂

政治資金規正法第18条の 2第 1項

の 規 定 に よ る 政 治 団 体

そ の 他 の 政 治 団 体

そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部□

活動区域の

□ 2以上の都道府県の区域等 営
′
同一の都道府県の区域内

資金管理団体の指定の有無

V
催

有

公職 の種 類

資金管理団体 t′緩身つん 鍔め

懲T管をiJ、堪各行

国会議員関係政治団体の区分

□ 政治資金規正法第19条の 7第 1項
第1号に係る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第19条の 7第 1項
第2号に係る国会議員関係政治団体

公職の候補者

の  氏  名
公職 の種類

資金管理団体の指定の期間

令和

令和

年

年

月

月

口から

日まで

国会議員関係政治団体に関する
特例の適用期間

令和 年

年

月

月

日から

日まで令和
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(その 2)

1 収支の総播表
収 支 の 状 況

(注)・「(前年れヽらのイ集越額) J,ま前年の報告藝を確認のうえ記載してください。

(注),「員数」は兇費又は会費をヽ守将入した実人員を記職してくださし、

(農),「 (う ち特定寄附)」 蔵「糀]人からの寄購」の内警を記裁してください。
。「(寄附のうち密附のあっせんによるもの)」 は「小針」の内警を記殺してください。

2 収入項目男1金額の内訳

2

収 入 総 額 十億
I¬

歓 ″
(前 年 か ら の 繰 越 額 )

歩 ゼ募コ

(本 年 の 収 入 額 )

支 出 総 額
が

翌 年 へ の 繰 越 簸
1弁 滋 とゑ

(1)個人の魚担する党費叉は会費

額金 百万

数 ……………………員
1沙

121 寄 附
ア 寄附 (イ を除く。)の区分 金 額 備 考

‐十紳 百万 子
(ア)個 人 か ら の 寄 附

(う ち 特 定 寄 附 ) ゆ
(イ)法人その他の団体からの寄附 が
(ウ)政 治 団 体 か ら の 寄 附 が

◇
小 計  (ア)+ (イ )十  (ウ )

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの)

イ 政 党 匿 名 寄 附

合 計   (ア  十 イ )



(その13)

3 支出項目別金額の内訳

(1)支出の総括表

頂 目 額金 考備

経

(1)人

経常 費

費

1

件

十億 百万 千 円

∂

切 光 熱 水 費 lβ

13)備 品 ・ 消 耗 品 費 1沙

ほ)事 務 所 費 |∂

/1ヽ 計 ∂

政  治
任)組 織

費

費

動

動

活

活

2

つ

修)選 挙 関 係 費 i沙

(3}機関紙誌のヌ発行その他の事業費 1沙 アーエの計

沙

一∂

一Э

び

に)調 査 研 究 費 ∂

(動 寄 附 ・ 交 付 金 |ど)

俗)そ の 他 の 経 費 |ご)

′lヽ 計 ∂

人
口 計 ∂

(注)。 当該政治団体の本部又は文部に対して供与した交付金に係る支出については、項目ごとに金額を「備考」欄に記載してください。
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(その17)

1 資産等の総括表
資 産 等 の 状 況

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 有 征 備   考

ア  土 地
y

イ 建 物 圧

ウ 建 物 の 所 有 を 目的 とす る地 上 権 又 は 土 地 の 賃 借 権
y

エ 取 得 の 価 額 が 100万 円 を 超 え る 動 産

ォ嚢令」
普
鐸理令誓
及
ぜ海
座
込琴霧係
除
くt。 | ゴ

力 金 銭 信 託

キ 有 価 証 券 ビ

ク 出 資 I よ る 権    利 ノ

ケ 貸 付 先 ご と の 残 高 が 100万 円 を 超 え る 貸 付 金 □ ビ

コ 支 払 わ れ た 金 額 が 100万 円 を 超 え る 敷 金 了

サ 取得の価額が 100万 円を超 える施設の利用に関す る権利

シ 借 入 先 ご と の 残 高 が 100万 円 を 超 え る 借 入 金
y
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(その20) 心

旦 誓 垂
日

(備 考 )

L「会計責任者の氏名」の欄に、会計責任者本人の署名又は記名押印がない場合、会計責任者本人が提出する

場合は本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合は当該代理人の権限を証する書面及び

本人確認書類の提示又は提出が必要となります。
J「代表者の氏名」欄は、解散した場合にのみ記載してください。(署名又は記名押印等が必要です。)

添付 書類 (別 添 の とお り)

1 領 収 書等 の写 し

２

　

　

３

監査 意 見書 (政 党本 部及 び政治 資金 団体 に限 る。)

政治 資金 監査 報告書 (国 会議 員 関係 政 治 団体 に限 る。)

この報 告 書 は 、政治 資金規 正法 に従 つて作成 した もので あって、真 実 に相違 あ りませ ん。

令和 ク年?月 之Z日

政治団体の名称、d、 ケ〔「
念

会計責任者の氏名 躙吃玄_=

(代表者は、解散した年の収支報告書にのみ記載 )

代 表 者 の 氏 名

国会議員関係政治団体は政治資金監査報告書の添付が必要です。
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